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十和田市生涯学習出前講座とは


この講座は、市内で活躍している市民が講師として登録し、かつ、市民等の団体が主催する集会等に出向き、生涯学習講座を行うものです。この講座は、市民一人ひとりの学習意欲を高めるとともに市民同士の交流を図り、生涯学習活動の振興を推進することを目的に実施します。
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申し込みができる方は


市内に在住、在勤または在学する概ね10人以上で構成された団体、グループなどです。


開催時間は


午前9時から午後9時までとします。（メニューによって、所要時間が違います）


なお、講師の都合がありますので、事前にご相談ください。


開催場所は


市内に限ります。ただし、会場の手配や事前の準備などは申込者側でお願いします。


メニューによって、会場に制限がある場合がありますので、ご確認ください。


申込方法は


メニュー表の中から希望する講座を選び、実施日の3週間前までに十和田市生涯学習出前講座受講申請書（様式第7号）をスポーツ・生涯学習課へ提出してください。
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十和田市生涯学習出前講座受講申請書（様式第7号）[image: PDFファイル](71KB)


注意事項


次のようなときは利用できません。


	公の秩序を乱し、または善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
	政治、宗教または営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
	出前講座の目的に反し、その受講が適当でないとき。



新型コロナウイルスのクラスター（集団）感染予防のため、３つの「密」（密閉空間、密集場所、密接場面）の重なりをさけてください。


 


講座実施までの流れ


１．講座選択・申込


出前講座メニューから希望講座を選択し、スポーツ・生涯学習課へ申請書を提出します。


２．日程・内容の調整


申請書受付後、スポーツ・生涯学習課で講師と日程・内容等を調整します。


３．決定通知


スポーツ・生涯学習課から申込者へ講座利用の決定通知書を送付します。


４．打ち合わせ


申込者から講師に連絡し、詳しい内容等の打ち合わせを行います。


５．講座の実施


申込者が用意した会場に講師が出向き、講座を実施します。


６．報告書の提出


講座終了後、申込者がスポーツ・生涯学習課へ実績報告書を提出します。


 


 


十和田市生涯学習出前講座市民講師とは


市民の生涯学習活動推進の一環として、市民等の団体が主催する集会などに出向き、学習講座を行う講師として登録した市民のことです。


主な学習内容


	芸術、文化、趣味（園芸、手芸、文芸、美術、工芸、華道、茶道、音楽、演劇、娯楽など）
	家庭、生活（料理、着付け、育児、栄養指導など）
	スポーツ、健康（各種スポーツ、体操、ダンス、ヨガなど）
	教養（語学、文学、歴史、社会、環境、法律、政治、国際、パソコン、ペン字など）
	その他生涯学習に関すること



登録要件


	市内に在住、在勤する18歳以上の個人（高校生を除く。）または十和田市で活動する主に十和田市民で構成されている団体。
	専門分野または特別な領域で優れた知識、経験、特技などを有していること。
	政治活動、宗教活動、営利活動を目的とする個人または団体でないこと。



登録方法


個人の場合は十和田市生涯学習出前講座市民講師登録申請書（個人）（様式第1号）を、団体の場合は十和田市生涯学習出前講座市民講師登録申請書（団体）（様式第2号）をスポーツ・生涯学習課へ提出してください。


講座内容に関する資格などを持っている方は、申請書のほかに資格などを証明する書類の写しを添付してください。
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十和田市生涯学習出前講座市民講師登録申請書（団体）（様式第2号）[image: PDFファイル](149KB)


登録期間・更新


登録期間は、登録した日から登録した日の属する年度末までです。


次年度も引き続き登録を受けようとする場合は、登録期間が満了する10日前までに十和田市生涯学習出前講座市民講師登録更新申請書（様式第4号）を提出してください。


 


十和田市生涯学習出前講座市民講師登録更新申請書（様式第4号）[image: PDFファイル](64KB)


登録事項変更または取消


登録事項に変更が生じた場合、または登録の取消をする場合は、十和田市生涯学習出前講座市民講師登録事項変更（登録取消）申請書（様式第5号）を提出してください。
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提出方法


持参、郵送、ファクスのいずれかの方法でスポーツ・生涯学習課へ提出してください。


034-8615　十和田市西十二番町6-1


ファクス：0176-24-3954

									

			
			
			
この記事へのお問い合わせ


スポーツ・生涯学習課　生涯学習係
	電話：0176-58-0186
	ファクス：0176-24-3954
	メール：spogak@city.towada.lg.jp
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				十和田市役所（法人番号2000020022063）
	〒034-8615　十和田市西十二番町6-1
	電話番号： 0176(23)5111（代表）
	開庁時間：午前8時30分～午後5時15分
	休庁日　：土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始（12月29日～1月3日）
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